
議

案

第

四

十

一

号 

 
 

 

港

区

保

健

衛

生

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

平

成

二

十

七

年

六

月

十

七

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

保

健

衛

生

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

保

健

衛

生

事

務

手

数

料

条

例

（

平

成

十

二

年

港

区

条

例

第

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

別

表

六

十

七

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

       

 

六

十

七

の

三 

食

品

製

造

業 

等

取

締

条

例

第

五

条

の

二 

第

一

項

又

は

第

三

項

の

規 

六

十

七

の

二 

食

品

製

造

業 

等

取

締

条

例

第

五

条

第

一 

項

又

は

第

二

項

の

規

定

に 

基

づ

く

弁

当

等

人

力

販

売 

業

の

許

可

の

申

請

に

対

す 

る

審

査

（

卸

売

市

場

内

の 

営

業

を

除

く

。

） 

 

弁

当

等

人

力

販

売

業

許

可

済

証

交 

付

手

数

料 

 

弁

当

等

人

力

販

売

業

許

可

申

請

手 

数

料 

 

弁

当

等

人

力

販

売

業

許

可

更

新

申 

請

手

数

料 

 

一

件

ご

と

に 

 

千

四

百

円 

 

一

件

ご

と

に 

 

八

千

八

百

円  

一

件

ご

と

に 
 

五

千

四

百

円 

交

付

申 

請

の

と 

き

。 

許

可

申 

請

の

と 

き

。 

更

新

申 

請

の

と 

き

。 

 



    

別

表

六

十

八

の

項

中

「

第

五

条

」

を

「

第

五

条

の

三

第

一

項

又

は

第

二

項

」

に

、

「

製

造

業

者

等

」

を

「

製

造

業

等

」

に

改

め

る

。 

 
 

 

付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

七

年

十

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

（

説 

明

） 

食

品

製

造

業

等

取

締

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

条

例

第

五

十

三

号

）

の

施

行

に

よ

る

食

品

製

造

業

等

取

締

条

例

（

昭

和

二

十

八

年

東

京

都

条

例

第

百

十

一

号

）

の

一

部

改

正

に

よ

り

弁

当

類

又

は

そ

う

菜

類

を

販

売

す

る

行

商

に

つ

い

て

許

可

制

が

定

め

ら

れ

る

と

と

も

に

、

特

別

区

に

お

け

る

東

京

都

の

事

務

処

理

の

特

例

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

（

平

成

二

十

七

年

東

京

都

条

例

第

十

二

号

）

の

施

行

に

よ

り

弁

当

等

人

力

販

売

業

の

許

可

等

に

係

る

事

務

が

区

に

移

譲

さ

れ

る

こ

と

に

伴

い

、

手

数

料

を

新

設

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 

 

 

定

に

基

づ

く

弁

当

等

人

力 

販

売

業

の

許

可

済

証

の

交 

付

（

卸

売

市

場

内

の

営

業 
を

除

く

。

） 

弁

当

等

人

力

販

売

業

許

可

済

証

再 

交

付

手

数

料 

 

一

件

ご

と

に 

千

百

円  

再

交

付 

申

請

の 

と

き

。  

 


